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1. 政府からのお知らせ 

-------------------------------------------------------------------------------- 

〇経済財政運営と改革の基本方針 2022 等における公益法人に関連する記述への対応につい

て 

 

令和４年６月７日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2022」及び「新し

い資本主義のグランドデザイン及び実行計画」に公益法人関連の記述もあります。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■経済財政運営と改革の基本方針 2022（令和４年６月７日閣議決定）抜粋 

 ２．社会課題の解決に向けた取組 

（１）民間による社会的価値の創造 

    （略） 

    あわせて、民間にとっての利便性向上の観点から、財団・社団等の既存の法人形態

の改革も検討する。 

    （以下略） 

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/cabinet-index.html 

 

■新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（令和４年６月７日閣議決定）抜粋 

 Ⅳ．社会的課題を解決する経済社会システムの構築 

１．民間で公的役割を担う新たな法人形態・既存の法人形態の改革の検討 

    （略） 

あわせて、民間にとっての利便性向上の観点から、財団・社団等の既存の法人形

態の改革も検討する。 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

公益法人については、民間にとっての利便性向上の観点から、現行制度で行える様々な方



法をわかりやすく説明する、資料を作成して周知するといったことに取り組んでいきたい

と考えています。 

 

本件の対応につきましては、本メールマガジンで引き続きお知らせしてまいります。 
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